
映
画

種
類 第

二

千

四

百

六

号

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

吉
沢
明
歩
し
た
く
て
し
た
く
て

姉
妹
相
姦
い
た
ず
ら
魔
乳

巨
乳
天
国
ゆ
れ
揉
み
ソ
ー
プ

変
態
性
宴
美
肉
さ
そ
い

野
外
プ
レ
イ
覗
き
の
濡
れ
場

子
宮
に
捧
げ
る
愛
の
詩
女
体
拷
問
研
究
所
の
真
実

未
亡
人
ど
も
の
反
乱
喪
服
で
お
も
て
な
し

若
奥
様
と
義
父
指
と
舌
で
昇
天

題
名

等

(

金
曜
日)

新
東
宝
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

ス
タ
ジ
オ
・
グ
レ
ー
ト
・

ホ
ー
プ

新
日
本
映
像

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

目

次

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

男
女
参
画
青
少
年
課)

八
三
五
ペ
ー
ジ

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

八
三
六

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)

八
三
七

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

八
三
八

○
岐
阜
県
流
域
下
水
道
条
例
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
措
置
等
(

下

水

道

課)

八
三
八

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(
商
業
流
通
課)

八
四
〇

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(
同

)

八
四
〇

○
公
共
測
量
の
終
了

(

用

地

課)

八
四
一

○
岐
阜
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

八
四
一

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

(

建
築
指
導
課)

八
四
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)
八
四
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
一
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
24年
12月
21日

３
指
定
理
由

平成24年12月21日 岐 阜 県 公 報 第２４０６号( 835 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日



著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
八
幡
町
相
生
字
雛
成
向
一
五
七
一
の
一
、
一
五
七
一
の
二
、
一
五
七
五
、
一
五
七
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
美
並
町
高
砂
字
宮
奥
一
三
四
四
、
一
三
四
五
、
一
三
五
三
、
一
三
五
四

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

郡
上
市
明
宝
奥
住
字
橋
詰
三
一
九
一
の
一
、
三
一
九
一
の
二
、
三
一
九
一
の
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
橋
詰
三
一
九
一
の
一
・
三
一
九
一
の
八(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。)

、
三
一
九
一
の
二

第２４０６号 岐 阜 県 公 報 平成24年12月21日 ( 836 )



２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢
次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
五
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

本
巣
市
外
山
字
大
洞
二
六
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
本
巣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
横
山
字
下
山
四
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
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県
道

道
路
の
種
類

国

府

見

座
線

路
線
名

高
山
市
国
府
町
八
日
町
字
馬
道
一

八
四
二
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
水
坪
一

八
五
二
番
一
八
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･��平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
名
礼
字
尾
市
一
九
〇
一
の
二
、
一
九
〇
一
の
三
の
一
、
一
九
〇
二
の
一
の

二
、
一
九
〇
二
の
一
二
、
一
九
〇
二
の
三
〇
、
一
九
〇
二
の
三
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道

路
維
持
課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

岐
阜
県
流
域
下
水
道
条
例
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
措
置
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
流
域
下
水
道
条
例
に
基
づ
く
知
事
が
定
め
る
措
置
等

(

定
義)

第
一
条

岐
阜
県
流
域
下
水
道
条
例(

平
成
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号
。
以
下｢

条
例｣

と
い
う
。)

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
に
お
け
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

レ
ベ
ル
一
地
震
動

施
設
の
供
用
期
間
内
に
発
生
す
る
確
率
が
高
い
地
震
動
を
い
う
。

二

レ
ベ
ル
二
地
震
動

施
設
の
供
用
期
間
内
に
発
生
す
る
確
率
が
低
い
が
、
大
き
な
強
度
を
有
す

る
地
震
動
を
い
う
。

三

重
要
な
排
水
施
設

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
排
水
施
設(

こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。

以
下
同
じ
。)

を
い
う
。

イ

地
域
の
防
災
対
策
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
施
設
の
下
水
を
排
除
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
排

水
施
設
そ
の
他
の
都
市
機
能
の
維
持
を
図
る
上
で
重
要
な
排
水
施
設

ロ

破
損
し
た
場
合
に
二
次
災
害
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
復
旧
が
極
め
て
困
難
で
あ

る
と
見
込
ま
れ
る
排
水
施
設

四

そ
の
他
の
排
水
施
設

前
号
に
定
め
る
排
水
施
設
以
外
の
排
水
施
設
を
い
う
。

(

生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
な
い
排
水
施
設
又
は
処
理

施
設)

第
二
条

条
例
第
五
条
第
三
号
の
知
事
が
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
排
水

施
設
及
び
処
理
施
設(

こ
れ
を
補
完
す
る
施
設
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

と
す
る
。

一

排
水
管
そ
の
他
の
下
水
が
飛
散
し
、
及
び
人
が
立
ち
入
る
お
そ
れ
の
な
い
構
造
の
も
の

二

人
が
立
ち
入
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
る
部
分
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
部
分
を
流
下
す
る
下
水

の
上
流
端
に
お
け
る
水
質
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

イ

次
に
掲
げ
る
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
値
で
あ
る
こ
と
。
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�
水
素
イ
オ
ン
濃
度

水
素
指
数
五
・
八
以
上
八
・
六
以
下

�
大
腸
菌
群
数

一
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
千
個
以
下

�
浮
遊
物
質
量

一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
四
十
ミ
リ
グ
ラ
ム
以
下

�
生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量
、
窒
素
含
有
量
及
び
燐り

ん

含
有
量

計
画
放
流
水
質
に
適
合
す
る

数
値

ロ

大
腸
菌
が
検
出
さ
れ
な
い
こ
と
。

ハ

濁
度
が
二
度
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
周
辺
の
土
地
利
用
の
状
況
、
当
該
施
設
に
係
る
下
水
の
水
質

そ
の
他
の
状
況
か
ら
み
て
、
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ

が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

２

前
項
第
二
号
ロ
及
び
ハ
に
規
定
す
る
基
準
は
、
下
水
道
法
施
行
規
則
第
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法(
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号)

に

よ
り
検
定
し
た
場
合
に
お
け
る
検
出
値
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

(

耐
震
性
能
及
び
耐
震
性
能
を
確
保
す
る
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置)

第
三
条

排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
の
耐
震
性
能
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

重
要
な
排
水
施
設
及
び
処
理
施
設

イ

レ
ベ
ル
一
地
震
動
に
対
し
て
、
所
要
の
構
造
の
安
定
を
確
保
し
、
か
つ
、
当
該
排
水
施
設
及

び
処
理
施
設
の
健
全
な
流
下
能
力
及
び
処
理
機
能
を
損
な
わ
な
い
こ
と
。

ロ

レ
ベ
ル
二
地
震
動
に
対
し
て
、
生
じ
る
被
害
が
軽
微
で
あ
り
、
か
つ
、
地
震
後
の
速
や
か
な

流
下
能
力
及
び
処
理
機
能
の
回
復
が
可
能
な
も
の
と
し
、
当
該
排
水
施
設
及
び
処
理
施
設
の
所

期
の
流
下
能
力
及
び
処
理
機
能
を
保
持
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
の
排
水
施
設

前
号
イ
に
定
め
る
性
能
を
有
す
る
こ
と
。

２

条
例
第
五
条
第
五
号
の
知
事
が
定
め
る
措
置
は
、
前
項
に
規
定
す
る
耐
震
性
能
を
確
保
す
る
た
め

に
講
ず
べ
き
も
の
と
し
て
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

排
水
施
設
又
は
処
理
施
設
の
周
辺
の
地
盤(

埋
戻
し
土
を
含
む
。
次
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て

同
じ
。)

に
液
状
化
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
排
水
施
設
又
は
処
理
施

設
の
周
辺
の
地
盤
の
改
良
、
埋
戻
し
土
の
締
固
め
若
し
く
は
固
化
若
し
く
は
砕
石
に
よ
る
埋
戻
し

又
は
杭
基
礎
の
強
化
そ
の
他
の
有
効
な
損
傷
の
防
止
又
は
軽
減
の
た
め
の
措
置

二

排
水
施
設
又
は
処
理
施
設
の
周
辺
の
地
盤
に
側
方
流
動
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
護
岸
の
強
化
又
は
地
下
連
続
壁
の
設
置
そ
の
他
の
有
効
な
損
傷
の
防
止
又
は
軽
減
の
た
め

の
措
置

三

排
水
施
設
又
は
処
理
施
設
の
伸
縮
そ
の
他
の
変
形
に
よ
り
当
該
排
水
施
設
又
は
処
理
施
設
に
損

傷
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
可
撓と

う

継
手
又
は
伸
縮
継
手
の
設
置
そ
の
他
の
有

効
な
損
傷
の
防
止
又
は
軽
減
の
た
め
の
措
置

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
施
設
に
用
い
ら
れ
る
材
料
、
施
設
の
周
辺
の
地
盤
そ
の
他
の

諸
条
件
を
勘
案
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
耐
震
性
能
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
措

置

(

排
水
管
の
内
径
及
び
排
水
渠き
ょ

の
断
面
積
の
数
値)

第
四
条

条
例
第
六
条
第
一
号
の
知
事
が
定
め
る
数
値
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
構
造
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一

排
水
管
の
内
径

二
百
ミ
リ
メ
ー
ト
ル(

自
然
流
下
に
よ
ら
な
い
排
水
管
に
あ
っ
て
は
、
三
十

ミ
リ
メ
ー
ト
ル)

二

排
水
渠
の
断
面
積

五
千
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

(

汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
気
等
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置)

第
五
条

条
例
第
七
条
第
二
号
の
知
事
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
気
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
排
ガ
ス
処
理
設
備
の
設
置
そ
の
他
の
措
置

二

汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
液
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
排
液
を
水
処
理
施
設
に
送
水
す
る
導
管
の
設
置
そ
の
他
の
措
置

三

汚
泥
の
処
理
に
伴
う
残
さ
い
物
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
上
の
支
障
が

生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
残
さ
い
物
の
飛
散
及
び
流
出
を
防
止
す
る
覆
い
の
設
置
そ
の
他
の

措
置

(

汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
気
等
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
講
ず
る
措
置)

第
六
条

条
例
第
九
条
第
六
号
の
知
事
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
気
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
排
ガ
ス
処
理
等
の
措
置

二

汚
泥
の
処
理
に
伴
う
排
液
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
上
の
支
障
が
生
じ

な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
排
液
の
水
処
理
施
設
へ
の
送
水
等
の
措
置

三

汚
泥
の
処
理
に
伴
う
残
さ
い
物
に
よ
る
生
活
環
境
の
保
全
又
は
人
の
健
康
の
保
護
上
の
支
障
が
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生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
残
さ
い
物
の
飛
散
及
び
流
出
の
防
止
等
の
措
置

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模

小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
は
取
り
下
げ
ら
れ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

取
り
下
げ
ら
れ
た
届
出

１

届
出
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
三
日

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

３

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

モ
レ
ラ
岐
阜

本
巣
市
三
橋
字
糸
貫
川
通
一
一
〇
〇
番
一

外

４

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
〇
分
〜
午
後
一
〇
時
三
〇
分(

年
間
六
十
日

午
前
八
時
三
〇
分
か

ら)(

変
更
後)

午
前
六
時
三
〇
分
〜
翌
午
前
二
時
三
〇
分

二

取
り
下
げ
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
二
月
四
日

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ネ
ス
エ
三
里
店

岐
阜
市
大
字
清
字
上
沼
六
三
四
番
五

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流

通
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ヒ
マ
ラ
ヤ
可
児
店

可
児
市
今
渡
字
池
下
一
一
七
八
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)
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同
岐
建
築
第
二
八
号
の
三

同

二
四
・

五
・

九

同
岐
建
築
第
二
七
号
の
八

同

二
四
・

九
・

六

岐
阜
県
指
令
岐
建
築
第
二
六

号
の
二

平
成
二
四
・

六
・

四

開
発
許
可

(

変
更
許
可)

番

号

及

び

年

月

日

羽
島
郡
岐
南
町
野
中
一
丁
目
三
二
番
の
一
部

(

第
一
工
区)

瑞
穂
市
呂
久
字
中
ノ
町
二
六
〇
番
一
及
び
二

六
一
番
一

羽
島
市
正
木
町
不
破
一
色
字
西
口
四
一
二
番

一
か
ら
四
一
二
番
三
ま
で

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

道
路

道
路

道
路

公
共
施
設
の

種
類

同 同 開
発
登
録
簿

に
よ
る

公
共
施
設
の

位
置
及
び
区

域

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
六
丁
目
二
四
番
地

岩

塚

正

彦

羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
八
丁
目
八
二
番
地

大
丸
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

臼

井

泉

岐
阜
市
金
岡
町
五
番
地

セ
ン
ト
ラ
ル
開
発
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岩

田

克

弘

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

○
公
共
測
量
の
終
了

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
東
海
防
衛
支
局
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

東
海
防
衛
支
局

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

用
地
実
測
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
四
年
八
月
十
六
日
か
ら

同

年
十
一
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

各
務
原
市
三
井
町
四
丁
目

○
岐
阜
都
市
計
画
の
図
書
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の
図
書

の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

岐
阜
都
市
計
画
公
園

三
・
三
・
一
号
笠
松
町
運
動
公
園

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
笠
松
町
建
設
水
道
部
建
設
課

○
開
発
行
為
の
工
事
の
完
了

次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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同
東
建
築
第
六
八
号
の
六

同

二
四
・

三
・

六

同
東
建
築
第
八
〇
号
の

三同
二
四
・

八
・
一
五

同
中
建
築
第
五
五
号

同

二
四
・

四
・
一
九

同
西
建
築
第
七
四
号
の
九

同

二
四
・

三
・
二
一

同
岐
建
築
第
二
八
号
の
八

同

二
四
・
一
〇
・
一
一

同
岐
建
築
第
二
八
号
の
四

同

二
四
・

五
・
一
七

同
岐
建
築
第
三
二
号
の

九同
二
四
・

八
・
二
九

同
岐
建
築
第
二
七
号
の
一
四

同

二
四
・

三
・
二
八

同
岐
建
築
第
三
二
号
の

一
一

同
二
四
・
一
〇
・

二

同
岐
建
築
第
三
二
号
の

一
二

同
二
四
・
一
〇
・

四

土
岐
市
土
岐
ヶ
丘
四
丁
目
二
番
一
一(

第
二

工
区)

郡
上
市
八
幡
町
稲
成
字
カ
ゲ
畑
一
〇
〇
七
番

一

外
二
三
筆

(

申
請
部
分)

海
津
市
平
田
町
西
島
字
中
沼

四
九
二
番
一
、
四
九
二
番
二
、

四
九
三
番
、
四
九
四
番
、
四

九
五
番
、
四
九
六
番
及
び
四

九
七
番
一

(

既
存
部
分)

海
津
市
平
田
町
西
島
字
中
沼

四
九
一
番
二
及
び
同
町
高
田

字
蛭
田
四
四
五
番
二

同

郡
同

町
同

字
四
反
田
一
一
七
五
番

二
か
ら
一
一
七
五
番
六
ま
で

同

郡
同

町
門
間
字
野
崎
一
八
二
二
番
の

一
部
、
一
八
二
七
番
二
、
一
八
二
八
番
二
、

一
八
二
九
番
一
、
一
八
三
一
番
一
及
び
一
八

三
二
番

同

郡
笠
松
町
中
野
字
村
内
二
三
〇
番

道
路
、
下
水

道 緑
地

道
路

道
路

道
路

道
路

同 同 同 同 同 同

愛
知
県
豊
田
市
大
林
町
一
丁
目
八
一
番
地

ト
ヨ
タ
す
ま
い
る
ラ
イ
フ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中

尾

益

大

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
三
八
―
三
三

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤

永

賢

一

岐
阜
市
福
光
東
三
―
五
―
七

ハ
ビ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

木

村

敏

之

岐
阜
市
柳
津
町
南
塚
一
丁
目
一
三
六
番
地

株
式
会
社

さ
ん
・
さ
ん

代
表
取
締
役

井

浪

典

子

羽
島
郡
笠
松
町
長
池
五
八
三
番
地

株
式
会
社

家
田
鐵
工
所

代
表
取
締
役

家

田

憲

二

羽
島
郡
笠
松
町
中
野
二
四
八
の
三

株
式
会
社

光
製
作
所

代
表
取
締
役

松

原

功
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○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

五
三
土
地

改
良
区

平
成
��･��･��
理
事

藤

田

治

夫

養
老
郡
養
老
町
根
古
地

九
〇
番
地

同

桑

原�
雄

同

栗
笠

五
九
番
地

同

林

清

同

下
笠

八
七
五
番
地

同

中

嶋

一

男

同

船
附

七
八
五
番
地

同

中

島

千

秋

同

船
附

九
番
地
二

同

宮

島

正

同

船
附

二
八
三
一
番
地

同

澁

谷

満

同

大
野

六
六
一
番
地

同

澁

谷

辰

男

同

大
野

六
一
六
番
地
一

同

小

野�
治

同

下
笠

七
三
五
番
地

同

松

永

靖

男

同

下
笠

一
四
〇
三
番
地

同

伊

藤

茂

明

同

下
笠

一
八
六
九
番
地
三

同

田

中

末

雄

同

下
笠

二
〇
六
〇
番
地

同

伊

藤

勘

藏

同

下
笠

二
二
〇
五
番
地

同

川

口

和

男

同

上
之
郷

九
九
番
地

同

川

口

甫

同

栗
笠

一
八
〇
番
地

同

藤

田

眞

五

同

根
古
地

五
八
番
地

同

河

合

秀

雄

同

根
古
地

八
五
五
番
地

同

種

田

敏

治

同

根
古
地

四
八
一
番
地
一

同

飯

田

伸

二

同

大
場

一
〇
二
番
地

同

伊

藤

義

昭

同

大
場

四
一
六
番
地

同

木

村

正

同

大
場

六
三
四
番
地

監
事

藤

井

正

春

同

船
附

九
七
六
番
地
二

同

西

脇

治�
同

下
笠

一
五
六
四
番
地

同

松

永

春

男

同

大
場

二
五
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

五
三
土
地

改
良
区

平
成
��･��･��
理
事

澁

谷

満

養
老
郡
養
老
町
大
野

六
六
一
番
地

同

藤

井

清

同

船
附

二
八
五
八
番
地
一

同

佐

竹�
行

同

下
笠

一
四
二
七
番
地

同

藤

田

眞

五

同

根
古
地

五
八
番
地

同

西

脇

正

己

同

船
附

一
三
三
番
地

同

小

川

郁

義

同

船
附

二
八
九
〇
番
地
一

同

田

中

昭

博

同

下
笠

五
三
一
一
番
地

同

林

和

男

同

下
笠

八
六
〇
番
地

同

近

藤

均

同

下
笠

一
五
七
七
番
地

同

伊

藤

茂

明

同

下
笠

一
八
六
九
番
地
三

同

田

中

末

雄

同

下
笠

二
〇
六
〇
番
地

同

伊

藤

勘

藏

同

下
笠

二
二
〇
五
番
地

同

川

口

和

男

同

上
之
郷

九
九
番
地

同

桑

原�
雄

同

栗
笠

五
九
番
地

同�
橋�
央

同

栗
笠

八
四
番
地

同

西�
正

同

根
古
地

一
〇
一
番
地
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同

杉

野

伸

治

同

根
古
地

二
六
五
番
地

同

西�
浩

同

根
古
地

八
五
九
番
地

同

飯

田

伸

二

同

大
場

一
〇
二
番
地

同

木

村

正

同

大
場

六
三
四
番
地

同

伊

藤

義

昭

同

大
場

四
一
六
番
地

監
事

北

川

眞

同

船
附

八
六
二
番
地

同

小

野�
治

同

下
笠

七
三
五
番
地

同

松

永

昭

人

同

大
場

三
六
番
地
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平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


